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　土地の掘削工事が完了した場合には、道路管理者に工事完了届を提出して、道路構造

等の損傷の有無について現地確認を求め、損傷が認められた場合には、指示に従って修

繕し原状に回復します。
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　この度、沿道区域内にある上記の土地を掘削することから、あらかじめ道路の構造・道路

交通に及ぼす損害・危険を予防する措置について、指示頂きたく願い出ましたが、ここに土

地・工作物等の管理者として下記事項を遵守することを誓約いたします。

　土地の掘削については、道路構造その他に損害又は危険の及ぼすことのないよう、道

路管理者の指示どおり細心の注意を払って施工いたします。

　土地の掘削工事により、道路の構造又は第三者所有の物件等に損害を及ぼした場合

は、当方（土地・工作物等の管理者）において道路管理者の指示、その他第三者（当事

者）の指示どおり原状回復し、また、損害賠償の責にあたります。
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